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建築物総合環境性能評価システム自主評価登録制度要綱 

 

（目 的） 

第１条 建築物総合環境性能評価システム自主評価登録制度要綱（以下「要綱」という。）は、一般

財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター（以下「財団」という。）が行う、建築環境総合性能

評価システム（以下「CASBEE」という。）を用いた自主評価結果の登録に関する事項を定

め、環境性能の優れた建築物の普及推進を図ることを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

  一 評価員  

財団が定める CASBEE 評価員登録制度要綱における「CASBEE 建築評価員」、

「CASBEE 戸建評価員」、「CASBEE 不動産評価員」及び「CASBEE ウェルネスオフィ

ス評価員」をいう。 

  二 CASBEE評価ツール 

「CASBEE-戸建（新築）」、「CASBEE-住戸ユニット（新築）」、「CASBEE-建築（新築）」、

「CASBEE-建築（既存）」、「CASBEE-建築（改修）」、「CASBEE-短期使用」、「CASBEE-

インテリアスペース」、「CASBEE-不動産」、及び「CASBEE-ウェルネスオフィス」をいう。

なお、これらCASBEE評価ツールは、旧版についても含むものとする。 

  三 自主評価 

評価員がCASBEE評価ツールを用いて建築物等を評価する行為をいう。ただし、建築物総合

環境性能評価認証制度により認証を受けた物件は除く。 

 

（登録の対象） 

第３条 登録の対象とする建築物又はプロジェクトは、次の各号のいずれかによる。 

一 CASBEE-戸建（新築）、CASBEE-住戸ユニット（新築）により評価された建築物 

二 CASBEE-建築（新築）、CASBEE-建築（既存）、CASBEE-建築（改修）、CASBEE-短期

使用、CASBEE-インテリアスペース、又は自治体版 CASBEE により評価された建築物。 

三 CASBEE-不動産により評価された建築物 

四 CASBEE-ウェルネスオフィスにより評価された建築物 

五 CASBEE-戸建（新築）、CASBEE-建築（新築）、CASBEE-不動産により評価された建築

物のうち、建築環境 SDGs チェックリストの評価も合わせて実施した建築物（認証評価済物

件も含む） 

 

（申 請） 

第４条 登録を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、財団に対し、申請書（様式

１）、並びに CASBEE 評価ツールの自主評価の評価結果シート（様式 2）または（様式 3）

を提出しなければならない。 

２ 申請者は、対象建築物の建築主又は所有者とする。 

 

（登録、公表） 

第５条 財団は次の各号に該当していることを確認した上で登録するものとする。 
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  一 当該申請内容と自主評価の結果シートに不備がなく、かつ記載事項に漏れがないこと 

  二 当該申請内容に明らかな虚偽がないこと 

２ 財団は、前項の規定の各号に該当しないと認める場合においては、その修正を求めることができ

る。 

 

３ 登録の項目は次に掲げるものとする。 

一 登録番号 

二 登録日 

三 建築物の名称 

四 評価日 

五 評価ランク 

六 申請者名 

七 建設地又は所在地（住所表記のうち市区町村までを公表の範囲とする。） 

八 建物用途（CASBEE 評価上の用途名とする） 

九 評価員名（評価員登録番号） 

十 CASBEE 評価ツール名、評価段階（評価段階は CASBEE-新築及び CASBEE-建築（新築）の場

合にのみ公表する）及び評価タイプ（CASBEE-ウェルネスオフィスの場合にのみ公表す

る） 

十一 評価結果シート 

 

４ 財団は、登録内容についてホームページにて公表する。 

 

（有効期間等） 

第６条 登録の有効期間は次の表に定める通りとする。 

 

有効期間 自主評価に使用された評価ツール 

登録日から３年 

CASBEE-戸建（新築）、CASBEE-住戸ユニット（新築）、 

CASBEE-建築（新築）、CASBEE-建築（改修）、CASBEE-短

期使用、CASBEE-インテリアスペース 

登録日から５年 
CASBEE-建築（既存）、CASBEE-不動産、CASBEE-ウェルネ

スオフィス 

 

（登録料） 

第７条 登録を申請する者は、別表 1 に定める費用を申請時に財団に納めなければならない。 

 

（登録内容の変更 変更届の提出） 

第８条 第６条に定める有効期間内に、申請書に記載された登録内容に変更が生じた場合には、申請

者は、財団に変更届（様式２）を提出し、登録、公表内容を変更することができる。 

２ 財団は、変更届に従い、登録内容を変更し公表する。 

３ 本条第１項に示す登録内容の変更のうち、申請者名に変更が生じた場合、第４条に基づき新たに

申請を行う必要がある。 
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（登録の取消） 

第９条 財団は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取消すことができる 

一 登録を受けた者が登録の取消しを申請した場合 

二 登録内容に瑕疵や偽りが判明した場合 

三 偽りその他の不正の手段により登録を受けたことが判明した場合 

２ 財団は、登録を取消した場合は、登録を受けた者に対し、登録を取消した理由を付してその旨を

通知する。 

３ 財団の責に帰すべき事由以外の登録の取消しにおいては、登録料を返還しない。 

（免責事項） 

第１０条 この登録は、登録を受けた建築物等が建築基準法その他関係法令に適合することについて

保証するものではないものとする。 

２ この登録は、登録を受けた建築物等に瑕疵がないことについて保証するものではないものとす

る。 

３ 財団は、自主評価の結果を保証するものではない。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるほか、本制度の事業運営上必要な事項については、財団が定めるものと

する。 

 

付 則 

 この規程は平成３１年３月１８日から施行する。 

この規程は令和４年２月１日から施行する。 

この規程の変更は令和４年４月２４日から施行する。 
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（様式１ 第４条１項関係：申請書） 

※申請者は、建築主又は建物所有者に限ります。 

年  月  日 

一般財団法人 住宅・建築 SDGs 推進センター 

理 事 長          殿 

（申請者） 

会 社 名 

氏  名              印 

所 在 地 

 

建築物総合環境性能評価システム自主評価登録制度 申請書 

 
 建築物総合環境性能評価システム自主評価登録制度要綱に基づく登録について、下記の通り申請

いたします。この申請書及び自主評価結果に記載の事項は、事実と相違ありません。 

 

記 
 

項 目 内 容 

評価者氏名・評価員登録番号 氏名：         評価員登録番号： 

建築物の名称  

評価ランク  ○ランク 

評価日  

BEE値  ○.○ 

申請者名  

建設地 

（ホームページ公表は市区町村まで） 
 

建物用途  

評価ツール名/評価段階 

認証タイプ（ウエルネスオフィ

ス評価申請の場合のみ記入） 

 

SDGsチェックリストの評価 □ あり（CASBEE認証物件は認証番号             ） □なし 

構造・規模 

 

□木造軸組、 □ツーバイフォー、 □鉄骨､ □鉄筋コンクリート、 
□その他（          ）  

延べ面積：        ㎡ 

連絡担当者 氏名 

所属部署・役職 

連絡先 

 

 

所在地 

 

 

TEL                         /FAX 

  e-mail： 

 

〒                                     

 

備 考 

以 上
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（様式２ 第８条１項関係：変更届） 

 

（    年   月  日）  

 

 

 建築物総合環境性能評価システム自主評価登録制度 変更届 

 

 

一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター 

理事長       殿 

 

（届出者） 

会 社 名 

氏  名               

所 在 地 

 

 

登録内容に変更が生じたため、建築物総合環境性能評価システム自主評価登録制度要綱第８条 

第１項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

 

１．変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

２．変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※届出者は、建築主又は建物所有者に限ります。 
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（様式２－１ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-戸建の場合） 
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（様式２－２ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-住戸ユニットの場合） 
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（様式２－３ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-建築（新築）の場合） 
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（様式２－４ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-建築（既存）の場合） 
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（様式２－５ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-建築（改修）の場合） 
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（様式２－６ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-短期使用の場合） 
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（様式２－７ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-インテリアスペースの場合） 
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（様式２－８ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-不動産評価の場合） 
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（様式３－１ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-戸建 建築環境 SDGｓチェックリスト評

価の場合） 
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（様式３－２ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-建築 建築環境 SDGｓチェックリスト評

価の場合） 
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（様式３－３ 第４条１項関係：評価結果シート）（CASBEE-不動産 建築環境 SDGｓチェックリスト

評価の場合） 
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（別表１ 第７条関係：登録料） 

 

 

ＣＡＳＢＥＥ自主評価登録費用 

 

建築物総合環境性能評価システム自主評価登録制度要綱第７条に基づく登録料は次のとおりとす

る。建築環境 SDGs チェックリスト評価についても同様の金額とする。 

 

（税込） 

評価ツール 金額 

CASBEE-戸建（新築）、CASBEE-住戸ユニット（新築） 

 
11,000 円 

CASBEE-建築（新築）、CASBEE-建築（既存） 

CASBEE-建築（改修）、CASBEE-短期使用 

CASBEE-インテリアスペース、CASBEE-不動産、 

CASBEE-ウェルネスオフィス、自治体版CASBEE、 

33,000 円 

 

 注）有効期間内の評価認証済物件でかつ建築環境 SDGs チェックリスト評価を登録する場合は、 

 上記金額の 1/2 とする。 

 

  

 


